
６福薬業発第４６９号 
令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 

各地区薬剤師会会長 殿 
 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 濱  寛  
 

「法律的観点から見た在宅医療・介護の現場での暴力・ハラスメント対策」 

研修会の実施について（周知依頼） 

 

 平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、福岡県で実施されている「在宅医療及び介護現場における利用者等か

らの暴力・ハラスメント事業」の一環として、在宅医療・介護の従事者が適切

に暴力・ハラスメントに対応できるよう標記研修会を開催する旨、福岡県高齢

者地域包括ケア推進課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたし

ます。 
ご多忙とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 
記 

 

日 時：令和７年３月１日（土）13：00～14：30 

 

場 所：福岡県吉塚合同庁舎Ｙ803 

 

対 象 者：在宅医療・介護従事者（管理者含む） 

 

参加申込：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ztiryoukaigo-bouhara.html#kenshu 

 

申込締切：令和７年２月 25 日（火）9：00 まで 

以 上 

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ztiryoukaigo-bouhara.html#kenshu


 

 

 公印省略                           

     ６高ケ推第２０６２号  

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日   

 

公益社団法人 福岡県薬剤師会長 殿 

                              福 岡 県 保 健 医 療 介 護 部 

                              高齢者地域包括ケア推進課長 

                               （在宅医療係・介護人材確保対策室） 

 

 

   「法律的観点から見た在宅医療・介護の現場での暴力・ハラスメント対策」研修会の実施 

   について（周知依頼） 

 

日頃から本県の保健医療行政に御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、本県で実施している「在宅医療及び介護現場における利用者等からの暴力・ハラスメント対策

事業」の一環で、在宅医療・介護に従事する方が適切に暴力・ハラスメントに対応できるよう、下記の

とおり、研修会を開催することとしましたので、お知らせします。 

つきましては、貴会所属の薬局に対し周知いただきたく、特段の御配慮を賜りますよう、お願いいた

します。 

 

記 

 

 １ 日時 

   令和７年３月１日（土）１３：００～１４：３０ 

 ２ 場所 

   福岡県吉塚合同庁舎Ｙ８０３（福岡市博多区吉塚本町１３－５０） 

 ３ 対象者 

   在宅医療・介護従事者（管理者含む） 

 

 

 

 

 ４ 主な内容（詳細は別添チラシを参照ください。） 

 （１）在宅の医療及び介護事業者のための暴力・ハラスメント対策としての法律知識 

    講師：河野・野田部法律事務所 弁護士 板井京介 氏 

      （「福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター」の法律相談受託弁護士） 

 （２）個別無料法律相談（３０分／件）※希望者のみ 
  

 研修会終了後（～１時間程度）、研修会会場において、「在宅医療・介護スタッフを守るための暴力・ハラスメン

ト対策研修（講師：三木教授）」動画を上映します。（グループディスカッションあり）※希望者のみ 

 

 

福岡県内の在宅医療を提供する医療機関、訪問看護事業所、在宅歯科医療を提供する歯科診療所、在宅訪問薬局、

栄養ケア・ステーション、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、訪問入浴介護事業所、 

訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、 

小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 



 

 

 ５ 参加申込 

   別添チラシの申請フォームからお申し込みください。 

 ６ 申込締切 

   令和７年２月２５日（火）９：００まで 

 ７ ホームページについて 

  研修会について、福岡県ホームページにも掲載していますので御確認ください。 

 URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ztiryoukaigo-bouhara.html#kenshu 

 トップページの検索ウィンドウから検索 

     

 ８ 問合せ先 

   株式会社ウィ・キャン 

   電話番号：０３－６４３２－００８０ 

※ 当研修会は、福岡県（福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課／介護人材確保対策室）

からの委託を受けて、株式会社ウィ・キャンが実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡県保健医療介護部 

高齢者地域包括ケア推進課在宅医療係 

担当：問註所、塩田 

電話：０９２－６４３－３２７５ 

e-mail：zaitakuiryou@pref.fukuoka.lg.jp 



2025年3月1日（土）

法的相談事例解説つき！

本研修に関する問い合わせ先：株式会社ウィ・キャン　TEL.03-6432-0080（平日9:00～17:30）

2月25日（火）　9：00

吉塚合同庁舎Y803　福岡市博多区吉塚本町13-50

在宅医療・介護従事者（管理職含む）

研
修

相
談
会 個別無料法律相談会※２

研修会終了後（～1時間程度）、研修会場において、「在宅医療・介護スタッフを守るための
暴力・ハラスメント対策研修（講師：三木教授）」※3 動画を上映します。

グループディスカッションもございますので、未受講の方は、この機会にぜひご参加ください。

申込フォーム

「福岡県の暴力・ハラスメントへの取り組みについて」

河野・野田部法律事務所　弁護士 板井 京介 氏 
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日　　程

会　　場

対　　象

申込締切

『法律的観点から見た在宅医療・介護の
  現場での暴力・ハラスメント対策』研修会

※１ 裏面補助金（安全対策費用補助、複数名訪問費用補助）申請のSTEP②に当たります。なお、「在宅医療・介護管理者に必要な法的な暴力・ハラスメント基本知識と事例（講師：
周弁護士）」を受講済みの方も、ふるってご参加ください。　※２ 当日以外の日程もご準備しております。相談内容を県へ共有することについて、同意の上、お申込みください。　
※３ この研修受講は、裏面補助金（安全対策費用補助、複数名訪問費用補助）申請のSTEP①に当たります。受講済みの方は、再度受講いただく必要はございません。（裏面参照）

URLまたは右の二次元コードからお申し込みください。

・研修／13：00～14：30
・個別無料法律相談会／15：00～17：00

「在宅の医療及び介護事業者のための
 暴力・ハラスメント対策としての法律知識」※１
河野・野田部法律事務所
弁護士 板井 京介 氏  「福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター」 法律相談受託弁護士

15：00～17：00（1件当たり30分/希望者のみ）

13：00～14：30

株式会社ウィ・キャン  「福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター」受託会社
福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課

代表取締役 濱川 博招 氏

～暴力・ハラスメント対策は、職員を守るだけでなく利用者の円滑なサービス継続利用にもつながる重要な対策です～

参加費
無料

（ ）

※申込み多数の場合は、希望に沿えないこともあります。



補助金の申請ステップ

福岡県 在宅医療・介護職員カスハラ相談センター　

福岡県の取り組みは、福岡県庁ホームページに掲載されています。

「在宅医療・介護スタッフを守るための暴力・ハラスメント対策研修（講師：三木教授）」を受講する。

「在宅の医療及び介護事業者のための暴力・ハラスメント対策としての法律知識（講師：板井弁護士）」
 または「在宅医療・介護管理者に必要な法的な暴力・ハラスメント基本知識と事例（講師：周弁護士）」を受講する。

事業所内で、①②の研修を活用し、従事者向けの研修会を実施する。

STEP 1
①基礎研修の受講

②法的研修の受講

③従事者への研修

暴力・ハラスメントの対応に関する基本方針を策定する。

安全対策費用の補助

複数名訪問費用の補助

在宅医療・介護サービス従事者の安全確保対策に資するセキュリティサービスの導入（＊）に関する経費
を補助します。

利用者等からの暴力行為等に対応するため、複数名の訪問者等による訪問看護・訪問介護等が必要な場
合において、利用者等の同意を得ることが困難であるなどの理由から、診療報酬・介護報酬の加算が適用
できない場合に、加算相当額の一部を補助します。

※4 STEP1を終えた事業所は、受講修了証を発行し、県HPへ公表します。
※5 補助金の詳細は、福岡県ホームページに掲載しています。安全対策費用の補助は、今年度分の受付を終了していますが、来年度以降で継続する予定です。
　   複数名訪問費用の補助については、対象となる事業所が限定されます。

利用者等からの暴力・ハラスメントに対する対応方法について、在宅医療・介護従事者及び管理者から
電話又はメールにて相談を受ける専用窓口を設置しております。必要に応じて法律相談もできます。
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・暴力・ハラスメントへの対応について
・上記に付随する法的な相談について　など

・県内の在宅医療・介護事業所に従事する方（管理者を含む。）
・県内在住で県外の在宅医療・介護事業所に従事する方（同上）
・県内行政機関の職員

電　話：

メール：

平日 9:00～19:00
土日祝・12/29～1/3を除く0120-111-309

（相談内容の確認が必要な場合はご連絡させていただく場合がございます）

24時間受付 3営業日以内にご返信

相談対象者

相談内容

福岡県　在宅医療・介護　ハラスメント

STEP 2

STEP 3

※4

※5

＊訪問時に身の危険が生じた場合に、外部へSOSを発信（位置情報を共有）することができるサービスの導入に関する経費のことを指します。


